
国債証券先物取引における取引最終日から受渡決済期日までの

期間の短縮等に伴う関連諸規則の一部改正について

２０１５年２月１７日

株式会社大阪取引所

Ⅰ．趣旨

当社は、業務規程等の一部改正を行い、２０１５年３月１２日から施行しま

す（詳細については、規則改正新旧対照表を御覧ください。）。

今回の改正は、２０１３年度税制改正において、公社債等の課税方式が見直

されることに伴い、国債証券先物取引の受渡決済における経過利子の計算方法

を変更するとともに、取引最終日から受渡決済期日までの期間を２日間短縮す

る等の対応を行うことによるものです。

Ⅱ．改正概要 （備考）

１．受渡決済における経過利子の取扱いの変更

 国債証券先物取引の受渡決済に係る経過利子の取扱

いに際して、課税扱いと非課税扱いの区分を廃止する

とともに、課税扱いの経過利子の計算に当たり、税額

相当額の控除を廃止します。

 業務規程第３４条の

８第２項等

２．取引最終日から受渡決済期日までの期間の短縮

 国債証券先物取引のＬａｒｇｅ取引について、取引最

終日から受渡決済期日までの期間を短縮し、最初に受

渡決済期日が到来する限月取引の取引最終日を、当該

受渡決済期日の５日前（休業日を除外します。）の日

に終了する取引日とします。

 業務規程第４条の４

第４項

３．その他

 その他所要の改正を行うものとします。

Ⅲ．施行日

 Ⅱ．１．のうち、受渡決済における課税扱いの経過利子の計算に当たり、税

額相当額の控除を廃止する事項については、２０１５年３月１２日から施行

し、受渡決済期日後最初に到来する利払期日が２０１６年１月１日以後の日



である経過利子の計算から適用します。

 Ⅱ．１．のうち、受渡決済に係る経過利子の取扱いに際して、課税扱いと非

課税扱いの区分を廃止する事項及びⅡ．２．については、２０１５年３月１

２日から施行します。ただし、この改正規定施行の際、現に取引が行われて

いる限月取引については、なお従前の例によることとします。

 Ⅱ．３．の一部の事項については、施行日を２０１５年１０月１３日としま

す。ただし、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事

由により、同日に施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日

以後の本所が定める日から施行します。

以 上


